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一般社団法人鞍月スポーツクラブ

石川県金沢市近岡町60-1
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自

至

平成

令和



負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額

資 産 の 部

科　　　　目 金　　　額

円 円

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

貸 借 対 照 表 令和  2 年  3 月 31 日現在

【         】 【 】【 】【         】 4,452,842流 動 資 産 流 動 負 債 2,426,936

3,122,210現 金 及 び 預 金 未 払 金 1,904,537

367,860商 品 納 税 未 払 金 90,700

8,231貯 蔵 品 前 受 金 6,000

22,860前 払 費 用 預 り 金 99,097

931,681未 収 入 金 預 け 金 18,502

【 】【         】 52,912,755固 定 資 産 未 払 消 費 税 308,100

【         】 【 】（ ）（            ） 45,699,930有 形 固 定 資 産 固 定 負 債 55,870,886

45,204,722建 物 長 期 借 入 金 49,536,886

444,108工 具 器 具 備 品 理 事 借 入 金 6,334,000

51,100一 括 償 却 資 産

（ ）（            ） 5,712,825無 形 固 定 資 産 負 債 の 部 合 計 58,297,822

5,712,825 純 資 産 の 部借 地 権

（ ）（       ） 1,500,000投 資 等

【         】 【 】1,500,000敷 金 株 主 資 本 18,377

（          ） （ ）【 】【         】 950,602繰 延 資 産 利 益 剰 余 金 18,377

950,602創 立 費 繰 越 利 益 剰 余 金 18,377

純 資 産 の 部 合 計 18,377

58,316,199資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 58,316,199
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円

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

損 益 計 算 書
自 平成 31 年  4 月  1 日

至 令和  2 年  3 月 31 日

【         】純 売 上 高

受 取 会 費 6,534,726

売 上 高 （ 物 販 ） 2,804,002

受取助成金（ｔoto） 2,350,000

受取助成金（その他） 60,000

受 取 寄 付 金 198,413 11,947,141

【         】売 上 原 価

期 首 棚 卸 高 269,297

仕 入 高 1,803,465

（ ）合 計 2,072,762

期 末 棚 卸 高 367,860 1,704,902

（ ）売 上 総 利 益 10,242,239

【                    】販売費及び一般管理費

運 賃 189,245

広 告 宣 伝 費 432,707

役 員 報 酬 2,640,000

給 料 手 当 710,096

法 定 福 利 費 3,749

業 務 委 託 費 570,811

旅 費 交 通 費 155,670

通 信 費 114,915

交 際 接 待 費 48,974

減 価 償 却 費 590,551

リ ー ス 料 85,862

保 険 料 160,600

水 道 光 熱 費 298,604

消 耗 品 費 206,828

租 税 公 課 503,117

事 務 用 品 費 1,988

手 数 料 343,821

地 代 家 賃 1,642,200

会 議 費 10,000

講 師 謝 金 722,644

管 理 諸 費 450,400

雑 費 51,086 9,933,868

（ ）営 業 利 益 308,371

【          】営 業 外 収 益

受 取 利 息 4

雑 収 入 16,500 16,504

【          】営 業 外 費 用

支払利息・割引料 232,183 232,183

（ ）経 常 利 益 92,692

（ ）税引前当期純利益 92,692

法 人 税 等 充 当 額 90,700

（ ）当 期 純 利 益 1,992



一般社団法人鞍月スポーツクラブ

自 平成 31 年  4 月  1 日　至 令和  2 年  3 月 31 日 単位 円

株主資本等変動計算書

株主資本
利益剰余金

その他利益剰余金
純資産合計

合計
株主資本

合計
利益剰余金

繰越利益剰余金

16,38516,38516,38516,385当期首残高
1 1

当期変動額
1 1

1,9921,9921,9921,992当期純損益金
1 1

1,9921,9921,9921,992当期変動額合計
1 1

18,37718,37718,37718,377当期末残高
1 1



一般社団法人鞍月スポーツクラブ

個 別 注 記 表

自 平成 31 年  4 月  1 日

至 令和  2 年  3 月 31 日

Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 資産の評価基準及び評価方法
　①　有価証券の評価基準及び評価方法
　　ア　時価のあるもの
　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処
　　　　理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）
　　イ　時価のないもの
　　　　移動平均法による原価法
　②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
　　　　法により算定）を採用しています。ただし、原材料は最終仕入原価法を採用して
　　　　います。
　　　　（会計方針の変更）
　　　　従来商品については最終仕入原価法による原価法を採用していましたが、当期か
　　　　ら総平均法による原価法に変更しました。この変更による影響は軽微です。
２. 固定資産の減価償却の方法
　①　有形固定資産
　　　　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（付属設備を除く。）
　　　　並びに平成28年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については
　　　　定額法）を採用しています。
　②　無形固定資産
　　　　定額法を採用しています。
３. 引当金の計上基準
　　貸倒引当金　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法
　　　　　　　　　　　人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の
　　　　　　　　　　　債権の回収可能性を勘案して計上しています。
　　賞与引当金　　　　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を
　　　　　　　　　　　計上しています。
　　退職給付引当金　　従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要
　　　　　　　　　　　支給額により計上しています。
　（特則を適用している場合）
　　　　　　　　　　　なお、未償却の適用時差異残高は、×××千円（残存償却年
　　　　　　　　　　　数×年）であります。
４．収益及び費用の計上基準
５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　①　リース取引の処理方法
　　　リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につ
　　　いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
　　　なお、未経過リース料総額は、×××千円であります。
　②　消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税抜方式（又は税込方式）によっています。
６. 会計方針の変更
　①　役員賞与に関して、剰余金を減少させる会計処理から発生時に費用として会計処理
　　　する方法に変更しました。



Ⅱ. 株主資本等変動計算書に関する注記
１. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 ×××株
２. 当該事業年度の末日における自己株式の数 ×××株
３. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　　令和××年××月××日の定時株主総会において、次の通り決議されました。
　①　配当金の総額 ×××千円
　②　配当の原資 利益剰余金
　③　１株当たり配当額 ××.×円
　④　基準日 令和×年×月×日
　⑤　効力発生日 令和×年×月×日
４. 当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当
５. 当該事業年度の末日後における新株予約権等の数


